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１ 計画の目的 

   本市の観光拠点である常磐地区の再生に向けては、将来ビジョンとなる「常磐地区市街地再生整備

基本方針（令和３年５月策定）」（以下、「基本方針」。）に掲げた５つの方針に基づく取り組みを、官

民共創の理念のもと推進することとしています。 

この度、「常磐地区市街地再生整備基本計画【全体計画】」を策定し、具体的な９つの取り組みを定

めました。その一つが、基本方針「多世代が集う交流拠点の整備」に基づく「交流拠点施設・駐車場

整備事業」です。 

本計画は、JR湯本駅前に整備を計画する「多世代が集う交流拠点施設」（以下、「交流拠点施設」。）

のコンセプトをはじめ、導入する機能や規模、施設づくりの考え方などを取りまとめたものであり、

施設整備の基本的な指針を示すものです。 

 

２ 計画の位置付け 

   本計画と本市の上位計画および関連計画との関係は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 多世代が集う交流拠点施設基本計画について 

図．常磐地区市街地再生整備基本計画の位置付け 
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１ 駅前の現状と課題 

   湯本駅前は、鉄道やバス、タクシーなどの交通結節機能を有し、本市の観光拠点である常磐地区の

玄関口です。 

しかし、駅周辺では、空き地や駐車場等の低未利用地が時間の経過とともに、ところどころに発生

する「都市のスポンジ化」や建物の老朽化が進行し、まちの魅力が低下しています。また、クルマ利

用を中心とした土地利用が広がっています。 

  駅周辺は、単なる通過場所ではなく、多くの立ち寄りや、地域住民と来訪者の交流が生まれる場所

となることが求められています。 

 

 

 

 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地区の現状と課題 

図．交流拠点施設の整備を予定する湯本駅周辺の状況 

：駐車場、道路など ：現在の滞留空間として考えられる屋外空間 
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表．交流拠点施設への集約・複合化を検討する公共施設の状況 

図．いわき市の公共施設等を取り巻く現状 

２ 公共施設の現状と課題 

   湯本駅周辺には、支所庁舎や文化施設、スポーツ施設などの公共施設が立地しています。これらの

公共施設は、本市の合併前後に整備され建設から 40年以上が経過し、老朽化や陳腐化が進行してい

ます。 

   当該地区に限らず、過去に建設された公共施設等の更新時期が一斉に迫ってきています。また、人

口減少も進み、財政は厳しい状況が推測され、今ある施設を同じように維持し続けるということはで

きません。 

   一方、新しいニーズや環境、新しい時代の中で、公共サービスを維持・充実させていくまちづくり

が求められます。 

   そのため、施設という形で維持すべきサービス・機能については、財政健全化の視点とまちづくり

の視点をもって、民間の活力も活用しながら、集約・複合化の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地区の現状と課題 
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１ 交流拠点施設の役割 

   湯本駅前が、クルマ中心からヒト中心の土地利用へ転換され、みんなの「たまり場（居場所）」と

なり、たくさんの賑わいが生まれ、新たな交流が育まれるきっかけの場所となることを目的に、交流

拠点施設や周辺空間の整備を行います。 

 交流拠点施設は、次に示す基本的な役割を担います。 

 

 基 本 的 な 役 割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 交流拠点施設の目標 

 交流拠点施設は、次に示す基本的な目標をもって整備を行います。 

 

 基 本 的 な 目 標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 整備の基本的な考え方 

公共機能と民間機能の連携による質の高いサービスの提供 

 

多様な機能が交わる快適で居心地の良い空間の提供 

 

まちの玄関口として、多くの人が集う、新たな賑わいや交流の創出 

 

地域の歴史や文化など、いわき湯本の発信 

 

災害に対する安全・安心の提供 

一定の利用者を有する公共機能を複合化・多機能化するとともに、民間機能

との連携により、質的・量的なサービスの向上を目指します。 

 

  公共施設は、既存施設の形（規模・機能）に囚われず、交流拠点施設・空間

の活用シーン（利用者の使い方、サービス提供の在り方）を考え、機能の相

乗効果が生まれやすい施設づくりを目指します。 

   

  屋内空間と屋外空間の双方から、人の気配や活動が感じられ、ワクワクする

施設づくりを目指します。 

 

  交流拠点施設は、限られた人的資源や財源の中、多様化するサービスの変化

へ対応するため、公民連携の取り組みによる整備を目指します。 
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３ メインテーマとコンセプト 

   交流拠点施設は、基本方針で掲げた「〝温泉″と〝フラ″を活かしたにぎわい・交流の源泉づく

り」をテーマに、「人のたまり場」と「情報のたまり場」の２つのコンセプト（基本的な機能）のも

と整備する考えとします。また、施設内外に「たまり場」を設け、全体で居心地が良い「まちなかの

庭」と感じる空間を形成する考えとします。 

 

 メ イ ン テ ー マ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コ ン セ プ ト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ランドスケープコンセプト（広場などの空間のデザインテーマ） 

 

 

 

 

 

• だれもが居心地がよく、ふらりと訪れたい場 

• 市民と観光客の交流が生まれる場 

• 市民の様々な活動を支え、また意欲をかき立てる場 

• 市民が気負いすることなく、気軽に相談できる場 

• 安全・安心な暮らしを支える場 

人のたまり場➊

 湯本駅前は、鉄道やバスの利用客をはじめ、観光客など地域内外の人々が行き交う玄関口です。 

 その場所では、そこに住む人やそこに訪れた人がお店で買い物や食事をしていたり、イベントを

楽しんでいたり、図書館で借りた本を読んでいたり、フラを踊っていたり、何もせずただのんびり

と空を眺めていたり・・・。 

 「温泉」と「フラ」という、いわき湯本ならではの新旧の資源・文化を施設の機能や空間構成に

取り入れながら、多様な人々が集い、憩い、そして賑わいや交流が育まれる「源泉＝人と情報のた

まり場」となるような拠点を形成します。 

第３章 整備の基本的な考え方 

• いわき湯本を魅せる場 

• 市民が学び、観光客が地域の歴史・文化に触れられ

る場 

• 新しい情報に出会えると期待がもてる場 

• 本市のランドマークとなり、情報を発信し続ける場 

情報のたまり場➋

• エリア全体で居心地の良い「まちなかの庭」と感じるよう

な空間 まち庭
M A C H I N I W A

地上部や施設に、子供達に向けた開放的な共用の広場の

ほか、アトリウム空間の「たまり場」を設け、施設内外

の一体感を醸成。 



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考．交流拠点のイメージ（出典：じょうばん街工房 21） 

※当該イメージは、本計画の検討に先立ち、自由な視点で駅前の望ましい姿を描いたものです。 

参考．まち庭のイメージ 

 （出典：たじみ DMO（写真左） 写真 AC（写真右）） 

 

第３章 整備の基本的な考え方 
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１ 機能の考え方と構成 

   交流拠点施設には、次に示す公共と民間の機能を複合的に導入します。各機能の相乗効果を促し、

みんなの「たまり場（居場所）」となり、たくさんの賑わいや新たな交流が生まれるきっかけの場所

を創出します。 

 

 導入機能イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機能構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 導入機能の検討 

老朽化した公共施設（常磐支所、常磐市民会館、常磐公民館、常磐図書館、関船体育館）を 

新しい機能・適正規模で再編 

＋ 

民間収益施設（温浴施設や観光案内、カフェ、食料品を取り扱う店舗等）との複合化 



- 8 - 

 

２ 利用のイメージ 

交流拠点施設は、各時間帯で様々な利用者の多様な利用が想定されます。交流拠点施設・空間の活

用シーン（利用者の使い方、サービス提供の在り方）を思い浮かべながら、「施設づくりの考え方」

を検討します。図は、施設利用のイメージの一例として整理したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 導入機能の検討 

図．交流拠点施設利用イメージの一例 

参考．交流拠点のイメージ（出典：じょうばん街工房 21） 

※当該イメージは、本計画の検討に先立ち、自由な視点で駅前の望ましい姿を描いたものです。 
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３ 各機能の施設づくりの考え方と規模感 

   交流拠点施設の利用シーンや湯本駅前での過ごし方の検討を踏まえ、機能毎に施設づくりの考え

方と規模感を整理します。 

なお、全体的な施設のつくりについては、温泉地の雰囲気を楽しめるように、日常感を感じ過ぎな

いことにも留意し、各施設・諸室は、機能毎に空間を囲い過ぎずに、それぞれが繋がるような配置に

考慮することとします。また、建物の建て方は、開放的な空間の確保と周辺との調和を図るため、圧

迫感を感じない造りを基本に検討することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ≪行政（支所）≫機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 導入機能の検討 

（以降に示す「施設づくりの考え方と規模感」の記載イメージ 
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 ≪カルチャー＋アクティビティ≫機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪infoライブラリ≫機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 導入機能の検討 
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 ≪スパ＋ヘルス≫機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪ ラ イ フ ≫ 機 能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪モビリティ≫機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 導入機能の検討 
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４ 全体の想定面積 

   各機能の施設づくりの考え方も踏まえ、交流拠点施設の面積（延床面積）を、下図のとおり想定し

ます。この面積は、本計画策定時において想定される規模を示しており、社会情勢等の変化も踏まえ、

今後の検討の段階で変更となるものです。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 導入機能の検討 

図．交流拠点施設の想定面積 

※民間収益施設の面積は、仮の値です。具体的な機能・規模などは、今後の民間事業者 

からの提案等により決定していくものです。 
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１ 整備場所の検討 

交流拠点の整備にあたっては、たくさんの賑わいが生まれ、新たな交流が育まれる場所となるよ

う、一体的な空間の中で、駅前の魅力を高める機能を配置（ゾーニング）することが必要となります。 

そのため、点在する市有地や空き地などを集約し、交流拠点施設や店舗などが一体的に配置できる

よう、土地区画整理事業の導入により、土地利用の再編を行い、交流拠点施設を整備する計画としま

す。交流拠点施設の敷地規模は約 4,000～4,500㎡程度と想定します。 

また、交流拠点施設の利用や湯本駅への送迎などを目的とした駐車場は、土地区画整理事業の隣接

地での整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 敷地利用計画の検討 

※ 事業導入に向けては権利者の方々や関係機関と協議中であり、決定したものではありません。 

 

図．交流拠点施設の整備候補地 
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２ 機能配置と動線計画の検討 

   交流拠点施設やその周辺は、居心地のよい空間を形成するため、クルマ中心の土地利用からヒトや

公共交通中心の土地利用への転換を図ることを基本とします。 

   交流拠点施設は湯本駅前に配置し、隣接する場所に駐車場を整備することで、駅や周辺商店街との

ネットワークを構築し、居場所・目的地となる交流拠点施設や民間のライフ機能への立ち寄りや滞留

を促します。 

   交流拠点施設（各機能）は次の３つの視点で配置する計画とします。 

 湯本駅からのシンボル性、視認性を確保した配置 

 交流拠点施設と緑道、広場と一体的な空間となる配置 

 交流拠点施設の機能同士、また隣接する民間のライフ機能との交流を創出する配置 

   駐車場からは、歩行者動線の安全性・快適性を確保し、交流拠点施設の敷地内にも駐車スペースを

設置するなど、歩行が困難な方にも配慮する計画とします。 

駅前の交通広場は、公共交通の乗入れや「おもいやり駐車スペース」の配置を主とし、安全性や快

適性を向上させる計画とします。また、温泉とフラのまちの玄関口として、乗換案内や地区内の店

舗・観光情報等が取得できる環境整備を検討します。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 敷地利用計画の検討 

図．機能配置・動線計画のイメージ 

 

※ 施設整備や基盤整備検討区域、動線は現時点でのイメージです。 

※ 具体的な機能の配置などは、今後の事業者からの提案等により決定 

していくものです。 

※ 事業導入に向けては権利者の方々や関係機関と協議中であり、決定 

したものではありません。 

 

≪交流拠点施設 導入機能≫ 
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表．駐車場整備計画の概要 

３ 駐車場計画の検討 

   駐車場は、交流拠点の施設利用をはじめ、湯本駅への送迎利用、周辺商店街での利用が想定されま

す。その駐車台数は、現在の支所や公民館、駅前駐車場などの既存施設の駐車状況や利用時間帯を踏

まえ、概ね 150台程度と想定します。 

  整備にあたっては、周辺の住環境や景観に配慮することとします。また運用にあたっては、周辺駐

車場との連携も検討することとし、適切な規模・運用を図る計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 敷地利用計画の検討 

駐車場整備計画諸元

想定駐車台数 約150台

敷地面積 約0.2ha

床面積 約4,500㎡
※30㎡/台（車路＋駐車スペース）
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１ 環境への配慮 

 周辺環境への配慮 
 

・ 交流拠点施設の整備を計画する湯本駅前には、お店だけでなく住居も立地しています。住民への

プライバシーや騒音にも配慮した施設配置や運用を計画します。 

・ 交流拠点施設は、子供から高齢者まで幅広い世代の方が気軽に立ち寄り、親しみの持てる内外空

間となるように、人の動線を踏まえながら、施設や広場の配置を計画します。 

・ 交流拠点施設は、既存商店街など周辺との連携を図り、地域の課題解決や活性化に寄与できるよ

うに、駅前周辺の一体性や連続性が感じられる配置を計画します。 

 

 景観への配慮 
 

・ 温泉とフラのまちの玄関口として、地域の生活や経済を担う市街地の拠点としてふさわしい、シ

ンボル性の高い外観を計画します。 

・ 周辺環境や景観に溶け込むよう、低層建築を基本として検討します。 

 

 地球環境への配慮 
 

・ 国を挙げて取り組む 2050年脱炭素社会の実現に向け、自然採光や自然換気、高効率な設備機器

などの採用を検討するとともに、省エネ及び再エネの取り組みに努めます。また、地域資源である

温泉の活用も積極的に検討します。 

 ・ 交流拠点施設の部材や設備機器などは、日常の維持管理や将来的な更新の容易性を踏まえた設備

の導入により、ライフサイクルコストの縮減と長寿命化に配慮します。 

 ・ 「いわき市豊かな森づくり・木づかい条例」の趣旨に基づき、市産木材の利用に努めます。 

 

２ 利用される方への配慮 

 ユニバーサルデザインへの対応 
 

・ 交流拠点施設は、障がいのある方や高齢者の方々に配慮したバリアフリーへの対応のほか、年齢

や性別、国籍などに関係なく、多くの人に配慮した使いやすい施設デザインを計画します。 

 

３ 防災への配慮 

 災害時の地区拠点機能への対応 
 

・ 交流拠点施設は、支所などの公共機能も導入するため、災害発生時の地区拠点となります。その

ため、必要な耐震性の確保や想定浸水深を踏まえたフロア高の設定など、災害時の地区拠点として

適切な施設計画とします。 

・ 災害時において円滑な災害対応に移行できるよう、必要となる資材や設備の配置のほか、執務ス

ペースや一時避難用のスペースの確保など、状況に応じ可変性の高い諸室計画とします。 

第６章 施設計画の配慮事項 
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１ 事業手法の検討 

   交流拠点施設の整備・運営は、望ましいサービスの提供を図るため、民間の創意工夫や資金を活用

する公民連携事業の導入を検討します。湯本駅前に新たなにぎわいや交流が生まれる空間の創出に

向けて、民間のアイデアやノウハウを最大限活用できるよう、今後、検討の各段階において官民対話

を行い、検証と改善を重ねながら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 実現化に向けて 

図．公民連携事業による施設整備に向けたステップ（イメージ） 

表．想定される事業手法 
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２ 事業スケジュール 

   施設整備に向けては、各段階において地域や民間事業者との対話を重ねながら、事業化に向けて検

討を進めます。 

   事業スケジュールは、今後の事業手法の検討や土地区画整理事業等の進捗などにより、変更となる

場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 実現化に向けて 

図．施設整備に向けた事業のロードマップ（案） 
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３ 施設づくりに向け配慮すべき意見 

   本計画の策定に向けては、多くの地域団体等の方々と、望ましい駅前の姿について意見交換を行っ

てきました。その具体的なご意見やアイデアは、事業化を進める中でも活かしていきます。 

今後も、各段階において、地域をはじめ、施設利用者、民間事業者等との対話を重ねながら、湯本

駅前が「みんなのたまり場」となるよう検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 実現化に向けて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御幸山公園から湯本駅を臨む（手前は、湯本駅前緑地 通称 Akiち におけるイベント） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常磐地区市街地再生整備基本計画 

【多世代が集う交流拠点施設基本計画】 

～（仮称）常磐地区交流センター基本計画～ 

 

令和４年 10月策定 

 

いわき市都市建設部都市計画課 

〒970-8686 いわき市平字梅本 21番地 

TEL：0246-22-7513 


